
目

次

公
安
委
員
会
公
告

△

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施

一

警
察
本
部
公
告

△

平
成
十
九
年
度
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託
に
関
す
る
事
前
説

明
会
の
実
施

二

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

29号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

51条
の

13第
１
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
っ
て�

駐
車
監

視
員
資
格
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

。

平
成

18年
４
月

17日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
講
習
日
時
等

�
講
習

平
成

18年
５
月

29日
(月
)
及
び

30日
(火
)

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

�
修
了
考
査

平
成

18年
６
月
７
日
(水
)

午
後
１
時

30分
か
ら
午
後
４
時
ま
で

�
受
付

講
習
及
び
修
了
考
査
と
も
に
開
始
時
刻
の

30分
前
か
ら
受
け
付
け
る

。

２
実
施
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー５
階

講
堂

３
講
習
内
容

講
義

14時
間
(１
日
７
時
間
)
及
び
修
了
考
査
１
時
間
の
合
計

15時
間
(修
了
考
査
合
格
者
に
は�

当

日�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る

。)

４
持
参
物

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
(受
講
申
込
書
を
受
理
し
た
後�

広
島
県
警
察
本
部
か
ら
送
付
す

る

。)

�
筆
記
用
具

�
印
鑑
(修
了
考
査
日
の
み
)

５
受
講
手
続

�
受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成

18年
４
月

24日
(月
)
か
ら
平
成

18年
５
月

19日
(金
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
[昭
和

23年
法
律
第

178号
]
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く

。)
の
午
前
８
時

30分

か
ら
午
後
４
時

30分
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

�
受
講
申
込
書
の
請
求

ア
配
付
場
所

�
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

別
館
基
町
庁
舎
南
館
１
階

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

�
広
島
県
内
の
警
察
署
の
交
通
(第
一
)
課
又
は
地
域
交
通
課

イ
イ
ン
タ

ーネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合

広
島
県
警
察
ホ

ーム
ペ

ージ
に
掲
載
中
の
｢放
置
車
両
の
確
認
事
務
の
民
間
委
託
｣
か
ら
印
刷
す

る
こ
と

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
先
等

ア
提
出
先

上
記�

の
ア
の�

又
は�

の
場
所

。た
だ
し�

警
察
署
で
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た
め�

広
島
市

内
在
住
の
者
は�

で
き
る
限
り
同�

の
場
所
へ
提
出
す
る
こ
と

。

イ
提
出
方
法

受
講
希
望
者
の
持
参
に
よ
る

。た
だ
し�

法
人
が
ま
と
め
て
提
出
す
る
場
合
は�

受
講
希
望
者
か

ら
の
委
任
状
(連
名
も
可

。様
式
は
問
わ
な
い

。)を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と

。

�
提
出
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
(正
本
[広
島
県
収
入
証
紙
並
び
に
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影

…
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…
…
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…
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

年
月
日
を
記
載
し
た
写
真
を
ち
ょ
う
付
し
た
も
の
]
及
び
副
本
)

�
受
講
手
数
料

19,000円

こ
の
手
数
料
は�

19,000円
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
ち
ょ

う
付
し
て
納
め
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
に
は
消
印
を
し
な
い
こ
と

。

な
お�

納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

６
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(082)

228－
0110

内
線

705－
411

〜413
警警警

察察察

本本本

部部部

公公公

告告告
広
島
県
警
察
本
部
公
告
第

36号

平
成

19年
度
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託
に
関
す
る
事
前
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る

。

平
成

18年
４
月

17日

広
島
県
警
察
本
部
長

片
岡

義
篤

１
開
催
日
時
等

�
開
催
日
時

ア
第
１
回

平
成

18年
５
月

18日
(木
)

午
前

10時
か
ら
午
後
０
時
ま
で

イ
第
２
回

平
成

18年
５
月

18日
(木
)

午
後
２
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

�
受
付
時
間

各
回
と
も
開
始
時
刻
の

30分
前
か
ら
受
け
付
け
る

。

な
お�

各
回
と
も

30名
程
度
の
参
加
者
を
予
定
し
て
い
る
た
め�

参
加
人
員
の
状
況
に
よ
り�

希
望

の
回
以
外
を
指
定
す
る
場
合
が
あ
る

。

２
開
催
場
所

広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

別
館
基
町
庁
舎
北
館
３
階

会
議
室

３
持
参
物

平
成

19年
度
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託
に
関
す
る
事
前
説
明
会
参
加
通
知
書
(参
加
申
込
書
を
受

理
し
た
後�

広
島
県
警
察
本
部
か
ら
送
付
す
る
も
の
)

４
参
加
手
続

�
参
加
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成

18年
４
月

24日
(月
)
か
ら
平
成

18年
５
月

12日
(金
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
[昭
和

23年
法
律
第

178号
]
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く

。)
の
午
前
８
時

30分

か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

�
参
加
申
込
書
の
請
求

ア
配
付
場
所

広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

別
館
基
町
庁
舎
南
館
１
階

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

な
お�

参
加
申
込
書
の
郵
送
は
行
わ
な
い

。

イ
イ
ン
タ

ーネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合

広
島
県
警
察
ホ

ーム
ペ

ージ
に
掲
載
中
の
｢放
置
車
両
の
確
認
事
務
の
民
間
委
託
｣
か
ら
印
刷
す

る
こ
と

。

�
参
加
申
込
書
の
提
出
先
等

ア
提
出
先

上
記�

の
ア
の
場
所

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
(平
成

14

年
法
律
第

99号
)
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
９
項
に
規
定

す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準

ず
る
も
の
と
い
う

。受
付
期
間
内
必
着
)
と
す
る

。

５
留
意
事
項

�
収
容
人
員
に
限
り
が
あ
る
た
め�

１
法
人
に
つ
き
１
名
の
参
加
と
す
る

。

�
開
催
場
所
に
は
駐
車
場
が
な
い
た
め�

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
参
加
す
る
こ
と

。

６
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(082)

228－
0110

内
線

705－
411

〜413
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